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市町村界

都市計画区域 （線引き区域）

都市計画区域 （非線引き区域）

  都市計画区域外

※相模原市は市内に、２つの都市計画区域があります。

・相模原都市計画区域（線引き区域）

・相模湖津久井都市計画区域（非線引き区域）

02都市計画の役割02都市計画の役割社会資本整備の方針
　社会資本の整備は、ICT の進展や地球規模の環境

問題の顕在化に対応して、その対象とする分野が広

がっています。さらに、県民ニ－ズの多様化に応え、

豊かさを実感できるような質の充実をめざしていか

なければなりません。 

　一方で、人口減少・少子高齢社会を迎え、労働力

人口が減少するとともに、高度経済成長期に建設さ

れた社会資本が更新時期を迎えることなどにより、

新しい社会資本整備に対する投資余力の低下が見込

まれます。 

　そのため、これからの社会資本整備に当たっては、

施設の適正な維持管理や選択と集中の徹底、ストッ

ク効果の最大化に加え、近年、頻発・激甚化してい

る災害などに備え、災害が発生しても最悪な事態に

陥ることが避けられるような「強さ」と「しなやかさ」

を持った都市づくりに向けて、ハード対策とソフト

対策を適切に組み合わせた施策やインフラ分野のＤ

Ｘの推進を図る必要があります。 

そこで「環境共生」、「自立と連携」という都市づく

りの基本方向を踏まえ、環境に配慮するとともに、

自立と連携を支える効率的・効果的な社会資本整備

を推進します。 

　社会資本整備における施策形成の方針として、次

のようなものを定めています。 

◆施策形成の方針
○循環型、脱炭素型、自然共生型の都市づくりを支える社会資本整備
○自立と連携を支える交通・情報ネットワークの形成
○都市の個性や魅力を高める社会資本整備
○安全・安心な都市づくりに向けた社会資本整備
○民間資本や県民参加による社会資本整備

市街地整備の方針
　神奈川の既成市街地は、高度成長期の人口増加時

に形成された市街地が多く、住工が混在し、老朽化

した木造住宅が密集するなど防災性の向上が課題と

なっています。 

　また、人口減少・少子高齢化の進行、都市のスポ

ンジ化、身近な犯罪への不安がある中、誰もが安心

して住み続けられる市街地の整備や、環境問題が顕

在化する中、様々な活動が営まれている既成市街地

における環境負荷の低減、脱炭素社会の実現も大き

な課題となっています。 

　さらに、駅周辺などの中心市街地では、商業・業

務機能の集積が図られてきましたが、幹線道路沿道

の大規模集客施設などの立地に見られるように、生

活行動や生産活動の変化が進み、都市機能の集約化

による拠点性の維持、向上や市街地周辺との適正な

機能分担が課題となっています。また、人口減少の

進行や財政制約などを踏まえて、より広域的な観点

から都市機能の分担・連携を図ることや、新型コロ

ナウイルス感染症などの感染拡大防止の観点から、

ゆとりある都市空間の創出なども必要になっていま

す。 

　このような様々な課題に対応した既成市街地の再

編に当たっては、市街地を形成する多くの建築活動

は民間によって行われていることから、民間の果た

す役割は大きく、行政はその役割を十分に受け止め

るとともに、民間の投資を促す観点からも官民が協

働して取組みを進めることが必要です。 

　そこで、「環境共生」、「自立と連携」という都市づ

くりの基本方向を踏まえ、人と環境にやさしい市街

地の整備や、自立と連携を支える個性と魅力あふれ

る市街地の整備を官民連携のもと推進します。 

　市街地整備における施策形成の方針として、以下

のようなものを定めています。 

◆施策形成の方針
○既成市街地の更新による機能強化
○中心市街地における都市機能の回復

　都市計画とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備

を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地

開発事業に関する計画」です。

　現行の都市計画法は、高度経済成長期に都市への

急激な人口の集中によって様々な都市問題が発生し

たことを背景に、計画的な土地利用と都市整備を進

めるため、1968（昭和 43）年に制定されたものです。

　神奈川県では、1970（昭和 45）年の当初線引き

以降、7 回の線引き見直しを行いながら、市街地の

開発整備や土地利用の規制・誘導を行ってきました。

　都市計画制度は、2000（平成 12）年に施行され

た地方分権一括法により、都市計画事務が自治事務

となり、地域が主体となって、地域ごとの課題に的

確に対応し得る柔軟性と透明性を備えた制度となり

ました。

　また、2012（平成 24）年には、地方分権に係る

第２次一括法により、都市計画に関する決定権限の多

くが都道府県から市町村に移譲されました。さらに、

2015（平成 27）年 6 月には、地方分権に係る第 4

次一括法により、「都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針（都市計画区域マスタープラン）」の決定権

限が指定都市に移譲され、都市計画の分野においても

地方分権は大きな流れとなっており、広域的な観点か

ら都市計画を推進することが、ますます重要となって

います。

　都市計画区域は、都市の健全で秩

序あるまちづくりを進めるため、「市

街化区域及び市街化調整区域」、「用

途地域」、「都市施設」などの都市計

画を定める一定の区域のことです。

　2020（令和 2）年 4 月 1 日現

在では、清川村を除く 19 市 13 町

に 30 都市計画区域が指定されてお

り、その面積は、約 199,776ha で、

県土面積の約 8 割です。

　マスタープランは、長期的な視点に

立って都市の将来像を明確にし、その

実現に向けての大きな道筋を明らかに

したもので、都市計画法による法定の

マスタープランと、任意のマスタープ

ランがあります。

　「かながわ都市マスタープラン」は、

広域的な都市づくりの基本方向などを

示した、任意のマスタープランです。

　「市町村マスタープラン」は都市計

画法（第 18 条の２）に基づくもので、

神奈川県では 2020（令和 2）年４月

１日現在、都市計画区域外となってい

る清川村を除き、すべての市町で定め

られています。

都市計画区域

マスタープラン
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第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
田園住居地域 
近隣商業地域 
商業地域
準工業地域
工業地域 
工業専用地域
特別工業地区
事務所地区
観光地区
特別業務地区 
横浜都心機能誘導地区 等  特定用途制限地域

特例容積率適用地区、高層住居誘導地誘導地、高度地区、
高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、
居住調整地域、特定用途誘導地区
防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区
景観地区、風致地区
駐車場整備地区、臨港地区、 
緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、生産緑地地区
流通業務地区 
伝統的建造物群保存地区、歴史的風土特別保存地区 等

市街地再開発促進区域 
土地区画整理促進区域 
住宅街区整備促進区域 等 

道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル、その他の交通施設  
公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地 
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、
ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設 
河川、運河、その他の水路 
学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設 
病院、保育所、その他の医療施設又は社会福祉施設 
市場、と畜場、火葬場 
一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設 
その他   　 電気通信事業用施設、防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設 等
土地区画整理事業 
新住宅市街地開発事業 
市街地再開発事業 
新都市基盤整備事業、工業団地造成事業、住宅街区整備事業 等

新住宅市街地開発事業の予定区域 
新都市基盤整備事業の予定区域 
流通業務団地の予定区域 等

地区計画
防災街区整備地区計画 
歴史的風致維持向上地区計画 
沿道地区計画 
集落地区計画 

本図は、2020(令和2)年4
月1日現在の都市計画の
体系で、赤文字は、神奈川
県において決定されてい
るものです。

03 多様な主体による都市づくりの推進03多様な主体による都市づくりの推進

1官民連携を基軸とした都市づくりの推進

都市計画の内容

　都市づくりは、従来、主として行政が担ってきま

したが、今後は、多様な民間主体も都市づくりの担

い手としてとらえ、これら多様な民間主体と県およ

び市町村との協働によって、官民連携によるきめ細

かな都市づくりを進めることが求められています。

　企業には、地域で活動する市民として地域貢献へ

の社会的責務を認識し、企業としての発意・活動を

生かしながら、都市づくりに積極的に参加すること

が求められます。

　住民には、「エリアマネジメント」の概念の基に、

良好なコミュニティを形成し、地域で主体的にまち

づくりを担う組織づくりを進め、都市づくりの構想

や計画の策定、都市の管理・運営に積極的に参加し

ていくことがますます期待されています。

　県および市町村は、都市づくりへの住民参加を促

すため、都市づくりに関する情報を県民に提供する

とともに、都市づくりに参加する住民同士の情報交

換の場づくりやそのネットワ－ク化を支援しています。

　県および市町村は、構想や計画の段階から住民参

加を求めるなど、官民連携による協議型の都市づく

りを推進して、地域に貢献するプロジェクトの誘導

を図っています。そのため、ＰＦＩ／ＰＰＰなどの官

民連携事業の拡大を図り、民間活力によるまちづく

りの拡大を図るほか、オープンデータ化の推進やソー

シャルビジネスの実施主体などへの支援などにより、

民間事業者のまちづくりへの参入を促進します。そ

のほかにも、民間事業者の参入意欲を高め、ノウハ

ウや投資を誘導するための戦略的な都市づくりを図

ります。特に、ＥＳＧ投資の考え方に基づく環境、社

会への投資は都市づくりにも大きくかかわることか

ら、都市づくりへの投資を促す環境づくりを検討し

ます。

　また、土地所有者、ＮＰＯなどによる都市計画提案

制度など、都市づくりへの参加に有効な都市計画制

度の普及・定着を図っています。さらに、住民ニ－

ズの多様化に応じ、施設の管理運営などへの住民参

加や、都市づくりに関する各種の専門家や都市再

生推進法人、都市づくりのＮＰＯ育成などに取り

組んでいます。

2002（平成 14）年度の都市計画法の改正及び都

市再生特別措置法の制定にともない、住民等による

自主的なまちづくりの推進や、民間による都市再生

の推進を図るための「都市計画提案制度」が創設さ

れました。これは、土地所有者やまちづくりＮＰＯ

あるいは民間事業者等が、一定の条件を満たした場

合、都市計画の提案をすることができる制度です。

提案できる都市計画

　県および市町村が定める都市計画のうち、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域
マスタープラン）」並びに「都市計画再開発方針等」を除く都市計画について提案することができます。

都市づくりへの参加支援

都市計画の提案制度
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